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日本赤十字社が運営している血液事業は，医療
に必須な輸血用血液製剤を国内唯一製造，供給し
ている事業であり，平常時の適正な事業執行とと
もに震災等災害時においても継続してその機能を
遂行していくことが求められている。そのため，
危機管理に万全の備えを図るとともに，種々の状
況に迅速に柔軟に対応できる能力を養成しておく
必要がある。
昨年の東日本大震災では，東北６県と関東の一
部を含む血液センターが被災し業務遂行に多大な
影響を及ぼしたが，被災地の血液センターの職員
の懸命な尽力と全国の血液センターの支援により
医療機関の需要に適切に対応できたことは幸いで
あった。しかし，今後危機管理に対応していくた
めにソフト，ハード面における多くの課題，教訓
を与えたのも事実である。
東日本大震災被災時の血液センターの対応状況
を検証し，課題等を整理するとともに広域事業運
営体制への移行を踏まえ，血液事業危機管理ガイ
ドラインの第４章「災害編」の大幅な改訂が行われ
た。地震等災害は時と場所を選ばない。首都直下
地震，東海，東南海，南海地震の被害想定は最新
の科学知見を基に見直され，以前考えていたより
大規模な被害が想定されている。現在，全国の血
液センターにおいて災害危機管理マニュアルの改
訂やソフト，ハードの両面から危機管理に関する
点検作業が行われていると思う。今回のシンポジ
ウムは，東日本大震災の被災の教訓，想定される
震災に対して以前からいろいろな取り組みをして
いる血液センターの報告，血液事業本部としての
取り組みについて口演をいただき，各血液センタ
ーの取り組みに資することを目的に企画された。
東北ブロック血液センターの中島氏からは，震
災の教訓を受けての施設設備の対応状況について
詳細に説明頂いた。東北ブロック内で震度５弱以
上の地震の際にはブロック内血液センターの対象
職員に被害状況等について一斉メール送信を行う

という斬新な取り組みを紹介された。ブロック内
での一体となった取り組み，関係団体との連携強
化などが課題として残されているとのことであっ
た。関東甲信越ブロック血液センターの後藤氏か
らは，首都直下地震の想定被害，東京都の事業継
続計画の概要の紹介に続き，それらを踏まえた関
東甲信越ブロック血液センターとしての対応状況
と課題について説明を頂いた。建物は免震等で比
較的強固ではあるが，周辺地域の液状化の懸念，
職員の参集等いろいろな課題が残されており，リ
スク分散の観点から製造所の処理量，供給施設に
おける製剤在庫の保有量の検討も必要な旨が報告
された。静岡県赤十字血液センターの鈴木氏から
は，東海地震を想定した長年にわたり積み上げら
れてきた対応について，職員の安否確認，衛星携
帯電話の整備等について説明して頂いた。衛星携
帯電話はファックス機能を有し，医療機関，行政，
血液センターを網羅しているとのことである。緊
急時のヘリコプターによる血液製剤の供給も県と
合同して訓練しているとのことであり，県と連携
して対応を考えていることが印象的であった。血
液事業本部の坂本氏からは，危機管理ガイドライ
ンの改訂内容の概要，それを受けて血液センター
に求める対応，本年度から導入した優先使用でき
るヘリコプターの紹介，今年度導入予定の衛星回
線電話の概要等を説明していただいた。そのうえ
で，災害等の危機に際し，国内の血液事業の強固
なネットワークにより血液製剤の確保・供給とい
う使命を達成していく旨が強調された。
各シンポジストの発表に続きパネル形式で議論
を深める予定であったが，時間の余裕がなくいく
つかの質問を受け終了した。免震等により施設を
強化するか，コスト等を考え相補的にするかとの
意見もあった。最後に，「教訓を生かし医療ニーズ
に適切に対応できる十分な備えをし，後楽を願い
たい」という言葉で締めくくった。
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【１．業務再開までの状況】

当時の宮城県赤十字血液センター（以下「宮城セ
ンター」という）では，地震発生後，商用電源は約
17時間（阪神・淡路大震災当時の兵庫県赤十字セ
ンターは18時間），水道は11日間（同８日間），ガ
スは16日間（同48日間）使用できなかった。検査・
製剤は32日後から，採血は献血者の安全に配慮し，
36日後から順次業務を再開した。これらの事例を
教訓に，ライフライン復旧までの期間を想定して
おく必要があると考える。

【２．地震発生後の課題】

〔２−１．電気／非常用発電への切替不全〕非常用
発電は作動したが，血液保管庫には通電しない
事態が生じた。地震の揺れで建物内の排煙口が
開き，火災発生と誤認して排煙機能が作動した
ことにより，電気は消火を最優先して供給され，
血液保管庫には送電されなかったためであった
が，誰もこの仕組みを理解していなかった。

〔２−２．ガスの遮断〕地震に強い中圧管を敷地内
に引き込み，災害時も新潟からパイプライン経
由で送られるガスを使用できる予定であったが，
供給の大元となる仙台市ガス局の工場が被災・
流出したため，広域的にガスが止まった。破損
したガス管からのガス漏洩による火災・爆発を
防ぐため，全国のガス事業者の支援を得て１カ
所１カ所安全を確認しながら段階的に供給再開
地域を広げていったことから，復旧までに長時
間を要した。

〔２−３．水道／製造機能の維持〕生活水は給水車
による給水である程度確保できたが，当時の受
水槽（12t）だけでは大量に水を消費する放射線照
射装置（20t使用／日）をはじめ，製造機能の維持
が困難であった。

〔２−４．通信手段の確保〕通話制限等により有線
電話，携帯電話は使えず，災害優先電話もほと
んど機能しなかった（→災害優先電話で本部へか
けても本部が他者と通話中だとつながらない）。
本部との連絡は，一度つながった電話を切らず
に，つないだままにして回線を確保した。

〔２−５．大型検査機器等の転倒防止〕移動，転倒
により使用不可。CL4800は重量があるため，
一度解体後点検・修理→必要部品調達→テスト
ラン→バリデーション等が必要で，使用再開ま
でに約１カ月要した。

〔２−６．必要物品の確保〕食糧，燃料，救護物品
ともに備えが不十分で，確保が困難であった。

〔２−７．危機管理意識〕日頃からの災害に対する
意識が希薄で，何を優先してどのように対応す
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るか混乱した。

【３．震災後の取り組み】
〔３−１．電力の確保〕ブロックセンター棟竣工に
伴う空冷式非常用発電設備の増設，大型化（72
時間稼働可能）。太陽光発電（10kw）の導入。

〔３−２．ガス復旧までの対策〕製造部門の空調燃
料の一部をガスから電気に変更（ガス依存度を引
き下げ）。

〔３−３．水の確保／製造能力の維持〕ブロックセ
ンター棟受水槽（16t）の完成。放射線照射装置の
循環式冷却装置の導入（使用量20t ／日削減）。

〔３−４．通信機能の多重化〕携帯電話キャリアの
複数化。ブロック内全センターへのMCA無線機
および衛星携帯電話の配備。衛星インターネッ
トの整備。

〔３−５．機器の転倒等防止〕床免震システム（部
分免震）の導入。

〔３−６．非常用物品の備蓄〕事業継続のために必
要な50人×３日分の食糧，生活用品の備蓄。防
災用品，救護装備品等の非常用物品の整備。

〔３−７．危機管理体制の整備〕災害対策対策本部
における分掌事項の規定。緊急参集要件（震度６
以上の地震発生時は職員は緊急参集）の規定。緊
急連絡用一斉メール配信（震度５弱以上の地震発
生時は，ブロック内全センター対象職員に送信。

緊急参集訓練，安否確認訓練，災害対策本部設
置訓練および災害先遣隊派遣訓練の実施。

【４．まとめ（今後の課題）】

〔４−1．秩序立った危機管理体制の構築〕非常時
に混乱することなく秩序立って対応できるよう，
予め関係団体との調整を図り，とくに血液の需
要動向については，迅速かつ的確に把握するた
めの体制整備が必要。

〔４−２．日頃からの危機管理意識の高揚〕常に不
測の事態を想定し，非常時にも的確に対応でき
るよう，訓練の実施等，日頃から準備しておく
ことが重要。
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１　はじめに
平成23年３月に発生した東日本大震災は，1900
年以降世界で起きた巨大地震の中でも４番目に大
きな地震であった。（国土交通白書2011より）
被害の概要については，死者15,870人，行方不
明者2,814人，負傷者6,114人（平成24年９月25日
付内閣府緊急災害対策本部発表資料より）など地震
災害史上，深刻な被害を齎す大災害となった。
平成24年４月に東京都が公表した首都直下地震
の被害想定1)によれば，東京湾北部を震源域とす
るM７クラスの地震が発生した場合，死者は約
9,700人，負傷者は約148,000人，建物被害は約
304,300棟，避難者数は約339万人，帰宅困難者数
は約517万人になると想定とされている。首都機
能が集中しているエリアでM７クラスの地震が発
生し関東甲信越BBCが被災した場合，いかに事業
を継続し日常業務の再開に向け行動できるか今後
の必要な備えについて考察を行った。

２　発災時の被害想定等
震災時における江東区内の被害については，江
東区防災ホームページにおいて辰巳一丁目，二丁
目他，同区内複数箇所での地盤液状化の被害が公
表されている。平成23年８月に公表された「東北
地方太平洋沖地震による関東地方の地盤液状化現
象の実態解明報告書」2)によると，震災による関東
地方における液状化発生地点の傾向については，
埋立地で20.2％，旧河道，旧湖沼で10.4％，干拓
地で7.5％の割合で液状化が発生し，発生割合が相
対的に高い傾向がみられたと報告されるとともに，
液状化の発生については，過去の地震で液状化が
発生した箇所で再度液状化が発生したことが確認
されている3)。
このことから，地盤の液状化により辰巳ビル周
辺道路の損壊が生じ，原料回収便など施設に往来
のある車両については走行困難となることが想定
される。周辺地域の地盤改良の実施状況等を確認

するとともに，都内に点在する木造住宅密集地域
で地震火災が発生した場合等の影響を含め，一定
規模以上の地震が発生した場合における搬送先の
変更等については事前の取り決めを行う必要があ
ると考える。

３　リスク分析と体制整備
首都直下地震の被害想定等を踏まえた関東甲信
越BBCとしての必要な備えについては，外部専門
機関によるリスク分析等により効果的な対応策を
講じる必要があると考える。また，専門家による
リスク分析を待たずして明らかに代替手段を確保
した方が良いと考えられる対策については，速や
かな対応が必要である。自然災害を想定すること
は困難であり，経営の効率化と危機管理体制の整
備は相容れないものの，発災時においては効果を
発揮できる体制の整備が必要と考える。

４　危機管理対応の具体策
（1）マニュアル整備等
関東甲信越BBCとしてのマニュアル整備につい
ては，都センターにおいて作成された危機管理対
応マニュアルおよび平成24年４月，広域事業運営
体制の導入等を踏まえ改正された血液事業危機管
理ガイドライン（災害編）をもとにその整備に向け
作業を取り進めているところである。
また，ブロック内の危機管理体制を検討するた
めの委員会として危機管理体制検討委員会を設置
することとしている。

（2）施設・設備
平成18年度に竣工された辰巳ビルは，液状化対
策として地盤改良工事が施され地下12mまで杭打
ちがされ免震装置を敷設している。そのため震度
６の地震が発生した場合，震度４まで揺れが軽減
されることとなっている。想定を超える地震に備
えるべく事務所環境を維持するためには，事務複
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合機等の大型機器の横滑り防止とともに，パソコ
ンのモニター類などの転倒防止を徹底する必要が
ある。
通信について，震災時に携帯電話による通話輻
輳のため通信会社は90％の制限を実施，通信困難
な状況が発生した。また電気を必要とする固定電
話については，通電されなくなると使用できなく
なることも想定される。代替手段としては衛星電
話の整備や業務用無線の再活用等，複数の通信手
段を確保することが肝要である。
電力については連続72時間稼働可能な非常用自
家発電装置が整備されている。敷設されている自
家発電装置は連続40秒間停電状態となった場合，
自動的に稼働することとなっている。燃料につい
ては４万Lの満杯状態で72時間の稼働が可能であ
りメンテナンスにかかる外部業者の点検内容等，
管理運用状況については定期的な確認が必要であ
る。
水道については専用水槽を整備し非常用水とし
て貯水しているが，トイレ使用等の衛生用水とし
て使用するための貯水量を確保するとともに，下
水道対策としては簡易トイレの整備等と並行して
利用することとし節水に努めることが必要である。
都市ガスについては60カインを超える地震が発
生した場合，自動的に供給が停止されることとな
っている。一旦，供給が停止された場合，安全性
が確保されるまでの復旧時間については電力，水
道よりも時間を要するとされている。このことか
らガス会社と優先復旧にかかる取り決め等，運用
に係る確認が必要である。

（3）参集体制および減災を目的としたリスク分散等
震災発生時，都内でも約352万人の帰宅困難者
が発生した。発生時間帯によっては当ブロックセ
ンターにおいても帰宅困難者が多数発生し，復旧
までの期間，職場に留まり業務を継続せざるを得
ない状況が想定される。
東京都は平成25年４月，帰宅困難者対策条例を
施行する。同対策条例においては，二次災害防止
の観点から混乱が収まるまでの一定時間，事業所
内に留まることを推奨しており，備蓄品の整備に

ついては飲料水や食料品について３日程度の備蓄
を必要としている。ブロックセンターの場合，平
成23年度までに都センターとして備蓄整備した飲
料水等が保持されているところであるが，その備
蓄量については，現有の都センター職員の約150
名分を維持するための保管量でしかなく，辰巳ビ
ルに勤務するBC職員数分（約350名）の備蓄品の整
備が必要である。
職員の参集体制について，東京都が発災後24時
間以内の参集可能時間の目安としている居住地ま
での距離が20km圏内4)にある職員については，辰
巳ビルに勤務するBC職員のうち約30％であり，
他製造所の参集可能人数と比較した場合，少ない
調査結果となっている。今後は災害発生時におけ
る優先業務について検討するとともに，災害対策
本部の設置等については，発災時間帯を考慮のう
え部門ごとのより詳細な参集可能人数を把握する
必要がある。
また関東甲信越BBCにおいては，全国で約４割
近い製造業務を担う状況にある。その中でも取扱
量の多い辰巳ビルの検査，製造施設が被災し，ラ
イフラインが寸断された場合を想定した危機管理
体制については，全国的な支援体制を含めた検討
を行う必要があると考える。

５　おわりに
東京大学の物理学者であり随筆家で故人の寺田
寅彦氏は，昭和８年の作品「津波と人間」5)の中で，
明治29年６月に三陸地方を襲った大津波と昭和８
年３月に再び東北地方を襲った大津波により，約
40年後にほぼ同様の自然災害が繰り返されたこと
から「自然は過去の習慣に忠実である。地震や津波
は新思想の流行などには委細かまわず頑固に執念
深くやってくる。残る唯一の方法は人間がもう少
し過去の記憶を忘れないように努力するより外に
はないであろう。」としている。
地震についてもメカニズムから過去の地震がど
こで発生して，どのような被害をもたらしたのか，
過去の経験に学び必要な対策を考えることが大切
であると考える。
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静岡センターにおける東海地震等に関する対応
と課題について報告する。
1976年に発表された駿河湾地震説から35年以
上経ち，1978年の中央防災会議で大規模地震の発
生が予想された地域中，地震が起きていない地域
は当地を含めて２カ所となった。予想震度は県全
体が震度５強以上で静岡センターが震度７，沼津
事業所が震度６強，浜松事業所が震度６弱で，さ
らに血液センター３事業所は海抜７〜９mの場所
にある。本年４月に新東名高速道路が整備された
が，既存の幹線鉄道・道路は，複数の地点で海抜
10m以内を通過しており，津波の到着地点とも関
連すると考えられる。東日本大震災の福島第一原
発の状況を鑑みるに，浜岡原子力発電所の30km圏
は，すべての主要道路・鉄道を含み，発災後の県
内の物資集積拠点として想定されている富士山静
岡空港も20km圏内であることは大きな懸念材料で
ある。今年８月に内閣府が公表した南海トラフ巨
大地震の被害想定は，全国死者数32万３千人の内，
最悪の場合，静岡県内死者は109,000人である。
これは従来の静岡県の東海地震第３次被害想定
5,851人を大幅に上回っている。内訳は，津波（津
波最大予想33m）において95,000人，建物倒壊に
よって13,000人，火災で1,600人等という予想で
ある。これは静岡県人口約375万人の３％に当た
る。明日にも地震，と言われ続けている中で，セ
ンター独自，県を中心とした地方公共団体や県内
医療施設，日赤県支部などとの連携の中で実施さ
れているものを含めて，当県の特徴と考えられる，
職員の安否確認，供給関係等について主に報告す
る。
このような県内状況から，職員・職員家族等の
安否状況を確認することの必要性を感じて，2010
年12月より携帯電話のメール機能やインターネッ
トを利用して，緊急時に確実かつ迅速に職員の安
否情報等を収集，集計，情報発信するシステムを
導入した。

緊急事態発生の場合，職員宛に携帯メールを自
動的に一斉送信し，職員が返信することで，速や
かな状況確認や時間がかかる電話連絡網の弱点の
補完を目指した。また，全体の安否を複数の職員が，
それぞれ把握できるメリットも考慮したものであ
る。
自動送信メールは安否登録を促すとともに，現
在位置の確認・状態選択・出社可否・その他コメ
ント30字以内を登録返信するものである。今年８
月に行った訓練時では職員210名中，メール機能
未所有者を含め80％を上回る返信結果となった。
職員が少ない時間帯に，だれがリーダーシップを
取り，判断を下すのかを考えた場合，メール返信
による安否集計結果は，初期対応に有効と考えら
れる。課題は，集計，状況分析，出勤依頼等の状
況確認・指示を出す職員への教育訓練が不十分な
点である。しかしながら，スマートフォンを利用
することで，集計画面の閲覧も可能になり，一斉
送信後の返信状況の確認や，必要な職員複数に出
社を促すなどの新たな指示をピンポイントで送付
することができる，情報把握・伝達のために有効
な機器である。
次の対策として，血液供給等の発災時連絡用に，
地域中核病院約50病院・県担当課・保健所・血液
センター３事業所・日赤県支部・医薬品販売業者
等の連絡網として，ファクシミリ付のNTT FOMA
衛星携帯電話が県事業として平成14年に導入され
た。本体は堅牢ケースの中にあり屋外使用も考慮
されている。衛星携帯電話の血液センターにおけ
る利用方法は，病院からの血液供給要請対応，県・
支部・ブロックセンター・本社等との連絡調整で
ある。県防災訓練に合わせて年３回程度，血液セ
ンターから県への現在在庫報告，病院から血液セ
ンターへの血液発注のファクシミリおよび血液セ
ンターからの折り返し受注確認を主として訓練を
繰り返して来た。2009年８月の静岡沖地震（震度
５強）の時は，停電状況であったが，使用可能であ

シンポジウム６

地域センターにおける災害に対する取り組み

鈴木博雄（静岡県赤十字血液センター）
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った衛星携帯電話のファクシミリから県担当課等
へ速やかに報告することができた。本年度は東日
本大震災を受け，建物や道路損壊の想定で，病院
から県への連絡があり，県より静岡センターへ血
液供給依頼があったという状況下での訓練が行わ
れた。この訓練に基づき，静岡地区より模擬血液
をヘリポートに運び，ヘリコプターによる血液，
医薬品の伊豆半島先端病院への搬入訓練も一貫し
て行われた。今後は，大きく３分割されている県
内血液センター供給地区外からの血液受注・供給
に向けての訓練についても県担当課と調整の上，
より発災時の状況に対応した訓練を進める予定で
ある。
課題として，衛星携帯は血液センターで使用す
る場合，１台だけでは不十分であり，１台を受注
専用とし，もう１台整備をして，受注確認用ある
いはその他の用途に使うなどの必要性が挙げられ
る。また，FOMA使用の衛星携帯電話は更新時期
を迎えており，60台以上の端末の更新が早急に必
要である。今回は，一部負担金があり，システム
が今後とも現状のまま，主要病院や血液センター
などすべてが更新され，継続されていけるかが重
要である。また，各病院に緊急時の血液発注シス
テムとして，災害時の有効利用を図るべく，輸血
担当者会議などの機会をとらえて病院職員にアピ
ールしていく必要性とともに医療機関のニーズの
把握が必要となる。とくに病院の衛星電話設置場
所は，救急外来・薬剤部・事務所などさまざまで
あるため，緊急時に設置場所が不明な状況の改善
を図るべく努めたいと考えている。
さらに，静岡県支部事業の一つとして，アマチ
ュア無線資格を持つ赤十字ボランティアや赤十字
職員にハンディタイプのアマチュア無線機を無償
貸与，実際に利用している中で，操作を習得して
もらうとともに，災害時の連絡用・道路状況など
の情報伝達・情報把握に生かす取り組みも始まっ
た。

静岡センターでは，全国のTV会議システムと
は別に，インターネットを利用したTV会議シス
テムを３事業所・３献血ルームの６カ所で結び，
教育訓練の一括受講や，県内会議等に，日常的に
使用している。これは，緊急時の県内情報共有に
生かすことを含めての導入である。
発災後は緊急自動車以外の車両が幹線道路で，
通行禁止になることを想定して，進入禁止地区通
行可とすべく，すべての車両を緊急登録するとと
もに，ナビゲーションシステム搭載車両の積極的
な整備を進めている。供給課以外の職員の病院へ
の血液供給や，県内３地区外への供給時対応も含
めて必要と考えられる。
最後に，血液センターの非常用燃料確保につい
てであるが，とくにセンター本体は静岡県の施設
と一体で，非常用発電機も共用のため，現在は燃
料の追加を行わなければ，72時間以上稼働可能に
はほど遠い状況で，早急な対応が必要である。静
岡県は非常用発電機を整備した災害対応型のガソ
リンスタンドが多く，緊急時の対応は約束してい
ただいているものの，文書による契約は難しい状
況である。
県内では，新たな事象として，今まで触れられ
なかった富士山の噴火・崩落についても，県のホ
ームページ上に状況が記載される状況になってき
た。今後は，血液センターとしても，新たな情報
収集や対応の必要性を感じている。また，事業継
続計画（BCP）は，県の後押しもあり，とくに県内
中小企業の間で盛んになっており，研究会も各地
区で盛んに開かれている。当センターも参加し，
異業種の対応を参考にするとともに，情報の収集
に努めたいと考えている。今後は，県や市町の地
方公共団体・日赤県支部・警察・自衛隊など関係
機関との連携をより密接に図り，発災後のブロッ
クセンターからの血液受入や病院への速やかな血
液供給対応，災害後の早急な血液確保を図ってい
きたいと考えている。



第36回日本血液事業学会総会／シンポジウム６	 36：143

日本赤十字社の血液事業に関する災害時に期待
される行為を考えてみると、『日本赤十字社救護規
則』、『日本赤十字社防災業務計画』、『日本赤十字
社国民保護業務計画』さらに本社関連の『日本赤十
字社本社災害救護体制要綱』等の防災関連通知が参
考として挙げられる。
日本赤十字社が実施する災害救護の的確な組織
的活動を円滑に遂行するため、昭和30年に通知さ
れた『日本赤十字社救護規則』には、災害救護業務
として　（1）医療救護　（2）救護物資の備蓄およ
び配分　（3）災害時の血液製剤の供給　（4）義援
金の受付および配分　（5）その他災害救護に必要
な業務の５項目が明記されている。
また、『日本赤十字社防災業務計画』には、社長
および支部長は災害時の血液製剤の需給調整と供
給支援を確立すると記載されており、支部災対本
部の業務として、災害時の血液製剤の確保および
供給が記載されている。さらに、武力攻撃事態等
における国民の保護のための措置および緊急対処
保護措置のため制定された『日本赤十字社国民保護
業務計画』にも、災害時の血製製剤の供給が定めら
れている。
一方、本社が災害時にとるべき必要な事項に関
しては、『日本赤十字社本社災害救護体制要綱』に
おいて18項目の業務が定められており、関連項目
として血液製剤の確保・供給が記載されている。
このような通知内容から、血液事業本部におけ
る災害対策の主なる目標としては、“血液製剤の確
保と供給”を主軸に据えるべきであることが明確と
なってくる。
『日本赤十字社本社災害救護体制要綱』には、救
護活動の指針として「定められた業務分担に基づき
災害救護業務に従事すること」、「災害状況は千変
万化し被災地ニーズも多様となることから自らニ
ーズを求め、緊急な事態等では規則や業務分担に
とらわれず、被災者ニーズを判断し対応する」と記
載されており、能動的に災害救護活動を行うため

のポイントとして、災害救護に携わる者が改めて
肝に銘じておく事項と考える。
都道府県支部および各血液センター等での血液
事業に関する災害対策の指針としては、『血液事業
危機管理ガイドライン』（以下、ガイドラインとい
う）の災害編（４章）等に記載されている事項が基本
となってくる。血液事業本部、都道府県支部、ブ
ロック血液センターおよび地域血液センターの役
割を以下に整理した。
災害に対する血液事業本部の基本的な対応とし
ては、災害発生に備えた全国的な視点で体制を構
築すること、血液センターに有事に必要な準備を
行わせることおよび災害時には司令塔としての役
割を担うことの三点が基本になる。具体的には、『血
液事業本部危機管理対応手順』に従い血液事業緊急
対策委員会を設置し必要な対策を講ずること、状
況把握と支援体制整備のための職員を派遣するこ
と、各血液センター等への支援に必要な指示を行
うことおよび製品の市場出荷に関する判断等が挙
げられる。
支部の役割は、都道府県と協議し管下の血液セ
ンターに災害時の血液製剤の確保・搬送経路の確
保を行わせること、血液製剤の備蓄や自家発電装
置や車輛の点検整備、血液輸送箱の準備を行い有
事に備えさせることおよび輸送および通信事業に
関係ある者に救護員または救護物資の輸送および
救護業務に関する通信について便宜を受けるため
の必要な協定を図ることであり、都道府県や団体
との連絡・交渉の窓口としての重要な役割を担っ
ている。
平成24年４月の広域事業運営体制に伴って設置
されたブロック血液センターは、災害時には地域
血液センターと同様に自らの被害状況等の把握を
行うとともに、ブロック管内の司令塔として機能
する重要な役割を担っている。そのため、平時か
ら自センターおよび管轄の地域血液センターの防
災体制の適切な管理を行うことが求められる。

シンポジウム６

広域災害への血液事業本部としての取り組み

坂本恒夫（日本赤十字社血液事業本部）
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地域血液センターの災害時の役割は、献血者お
よび職員の被害状況や建物の被害状況を把握し、
道路、通信網等のライフラインの災害情報の概要
収集に努めることである。また、医療機関の需要
の動向把握や供給体制の整備も必要となってくる。
収集された情報は、血液センター内で迅速に整理
され、速やかにブロック血液センターや血液事業
本部へ報告することが重要である。
各血液センターでは、ガイドラインを基に、『血
液センター災害危機管理マニュアル』（以下、マニ
ュアルという）をブロック血液センターと調整を図
りながら作成するとともに、“備えがあっても完全
ではないが、備えがなければ必要な対応は行えな
い”ことを念頭に、定期的なマニュアルの見直しや
不測の事態に備えた定期的な実地訓練や座学訓練
を通じ、災害対応に関する職員への意識高揚を図
る事が必要である。
このような体制の下、血液事業本部は災害時の
被災状況を把握し、必要な支援体制整備要員の派
遣およびブロックセンターと地域センターへの支
援等を実施するが、災害状況を迅速・正確に把握
するためには、通信手段や被災状況の実地確認手
段の一層の充実化を図ることが必要となってくる。
血液事業本部の災害対策への具体的な取り組み
としては、血液事業危機管理ガイドラインを改訂
し災害対策をより充実化させたことに加え、被災
状況等の確認手段および輸送手段の充実化を目的
として平成24年度よりヘリコプター使用を図った
ことが挙げられる。また、平成24年度中には衛星
回線電話の整備を計画中でありソフト面およびハ
ード面での充実化を進めている。
ヘリコプター使用に関しては、災害時等に優先
的に使用できる契約を締結し、年間30時間の優先
使用が可能である。今後は、各地域での防災等の
実地訓練に使用が可能となっている。ヘリコプタ
ーの飛程は、無給油で概ね400km程度であり、ヘ
リコプター後部座席を取り除けば血液輸送用バッ
クが６個程度は搭載可能である。陸上交通手段が
遮断された場合等は、有効な輸送方法となる。ヘ

リコプターの営業基地は、全国に７カ所設置され
ており、一部の空港を除いた着陸が可能である。
ブロック血液センターからヘリポートまでの陸送
の所要時間は、概ね１時間程度を目安にしており、
ヘリポートの確保が課題である。
一方、ヘリコプター使用に関しては、有視界飛
行のため原則として夜間利用は制限されること、
強風等の気象に影響を受けやすいことから、使用
には制限も発生することを忘れてはならない。
衛星回線電話の整備に関しては、静止衛星のイ
ンマルサットを使用した衛星回線電話の整備を予
定している。同一の衛星電話機種間の通信は、衛
星からの電波中継地点から国際回線ケーブル等の
有線回線を経由しておらず、災害時にもケーブル
損傷による断線や輻輳が発生せず安定した通話が
確保できる。
ブロック血液センターと地域血液センター（事
業所を含む）の連絡用には、固定可能な機種と可動
式の機種を、供給出張所には可動式の機種を整備
する予定である。
『業務集約施設整備ガイドライン』（平成21年12
月）には、新設の製造所に関する災害時のハード面
の強化策として、保管容量の1.5倍を確保すること、
調整部門はブロック内保管在庫機能の３日分を備
えることならびに、ヘリポートの確保等が示され
ており、設備面での強化も計られている。
血液事業を支える全国の事業所数は、198の採
血施設および移動採血車輛285台が、供給施設は
93施設がそれぞれ設置されており、製造施設15施
設（検査施設９）により製造された血液製剤が全国
の医療機関に遅滞なく届けられるネットワークシ
ステムが構築されている。
この様な体制のもとで一部の地域で災害等によ
り機能停止を生じた場合には、ガイドラインにし
たがった各血液センターの役割と併せて国内の強
固なネットワークシステムにより、非被災地の血
液センターが被災地域を継続的に支えることが可
能である。
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